
   

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
 

保護者・地域の皆様のおかげをもちまして、今年度も新型コロナ
ウイルス感染防止対策を講じながら、１学期の学校活動を順調に進
めることができております。今後も保護者・地域の皆様と連携して、
感染予防対策をとり、子どもたちの安全を第一に考え、教育活動を

進めていきたいと考えています。 
さて、今年度の水泳授業の取り扱いについて、本校といたしまして、 

スポーツ庁および文部科学省から出された感染症の専門家の見解
や通知を踏まえ、滋賀県教育委員会・草津市教育委員会と協議を重ねてまいりました。その結果、本校では
国や県のガイドラインを踏まえ、滋賀県教育委員会が策定している地域感染レベルが「１」であることから、感
染症拡大防止対策を行ったうえ、実施することといたしました。ただし、地域感染レベルが「２」になった場合
や、滋賀県が発出している滋賀プランで「特別警戒ステージ」となった場合等、感染状況によっては中止いた
します。何卒御理解と御協力をいただきますよう、よろしくお願い申しあげます。 
なお、水泳授業への参加について、御不安や御心配がありましたら、担任へ御相談ください。 
 
１．水泳実施予定時期    ６月１４日（月）頃 ～ ７月１９日（月）  各学年実施回数は２～３回程度の予定 
    ※感染状況を見て、実施開始日を変更したり、水泳学習を中止したりします。 

  
２．プール掃除（５，６年）  ６月３日（木）【予定日】  
    ※水泳実施開始日を、当初より遅らせて設定しました。そのため、５／１８（火）に予定していたプール掃

除も延期します。今のところ６／３（木）に予定しておりますが、変更する場合は５，６年生にお伝えしま
す。中止の場合は、プール掃除は行いません。 

 
３．水泳授業における新型コロナウイルス感染防止対策 

        項 目                   感染防止策 

（１）水着 〇これまでのように、スクール水着を着用することが学習上望ましいので 
すが、本年度につきましては、感染状況によって水泳を中止する場合がある 
ことを踏まえ、御家庭でお持ちの水着を使用していただいても構いません。 
６月中旬の水泳学習開始時までに御用意をお願いします。 

（２）プールの管理 〇学校のプールについては、学校環境衛生基準に基づき、適切に管理しま 

す。 
〇プールの遊離残留塩素については、プールのどの部分でも基準の濃度 
となるように管理します。 
〇子どもが手を触れる箇所は、適宜消毒を行います。 

（３）子どもの授業参加 〇毎朝の検温や健康観察により、学習前の子どもの健康状態を把握し、体 
調が優れない場合は、無理をさせず見学させます。 
〇プールサイドで授業を見学する子どもについては、暑さに応じてマスクを 
着用させたり、マスクを外したりして、子ども同士の間の距離を２ｍ程度確 
保します。 
〇熱中症対策として、原則水泳授業の見学は日陰で行い、プールに水筒を 
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持参させ、こまめに水分補給させます。 
〇天候や見学者の体調によって、熱中症対策として、教室等で自習したり、 

保健室等で静養したりすることもあります。 

（４）水泳実施の基準 〇次の場合は、水泳授業は行いません。 
・雷が鳴っている場合（あるいは雷警報が出ている場合） 
・大雨警報が出ている場合 
・水温と気温の合計が適正範囲 を超えている場合 
※天候や気温・水温等により、水泳実施基準を満たさない場合は、運動場 
や体育館で他の運動に変更することや、他教科等の学習を行いますので、 
各学級の「週予定」を御確認ください。 

（５）授業の実施 〇プール内やプールサイドでの密集を防ぐために、各学年２学級の合同 
授業、または１学級単位での授業とします。 
〇すべての授業は、必ず複数の教職員で指導します。１学級で授業を実施 
する場合も、必ず複数の教職員で指導します。 

〇授業中、子どもたちに不必要な会話や発声を行わないよう指導します。 
〇プール内、プールサイドでも、子ども同士の間隔を開けるように指導しま 
す。 
〇授業中、手をつないだり、体を支えたりするなど、子ども同士が密接する 
活動は、安全上必要がある時を除き、避けます。 
〇プールサイドで、子どもたちの人数確認を行う場合、事故防止のため、２ 
人組などのバディシステムを行う場合もありますが、複数の子どもが組に 
なる形態であるため、感染リスクに十分注意し、接触を避ける方法で行い 
ます。 

（６）更衣の方法と 
    更衣室 
 

〇１年（全６学級） 
２学級合同で授業を行うため、男女別に教室を入れ替えて着替えます。 
〇２，３年（全５学級） 
２学級合同で授業を行う場合は、男女別に教室を入れ替えて着替えます。 

１学級で授業を行う場合は、男子は自教室で着替えます。 
女子は更衣室で着替えます。 
〇４，５，６年（４，５年→５学級  ６年→４学級） 

男子は自教室で着替えます。女子は、更衣室で着替えます。 
 
〇水泳授業中は、密集を避けるため、通常時より「更衣室」となる場所を 
増やします。 
〇「更衣室」は、常時換気を行います。 
〇更衣室の利用時間帯を計画的に定め、次の授業に利用する子どもたち 
と重ならないようにします。 
〇更衣中は、不必要な会話をしないように指導します。 
〇教室及び更衣室利用の前後に手洗いを行うようにします。 

 

（７）消毒 〇教室及び更衣室のドアノブやスイッチ、ロッカー等、子どもたちが手を触 
れる場所については、適宜消毒を行います。 
〇ビート板などの用具を使用する場合は、共有させず、使用後は適宜消毒 
を行います。 

（８）私物の貸し借りの禁止 
     

〇新型コロナウイルスへの対応だけでなく、流行性角結膜炎（はやり目）や 
咽頭結膜熱（プール熱）、水いぼなどの感染症を防ぐため、水泳の授業で、 
子どもが使用するタオルやゴーグルなどの、私物の貸し借りはしません。 
 

※本日、別紙にて配付いたしました「水泳健康観察カードについて（お願い）」についても、あわせてご一
読いただき、御理解・御協力をよろしくお願いいたします。 


